
 

愛知県公立大学法人役員報酬規程の一部改正新旧対照表 
 

  

新 旧 

附 則（令和５年２月２７日規程第４号） 

〔沿革〕令和５年３月３１日規程第１９号改正 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

（理事長の年俸の額の特例） 

２ 理事長の年俸の額は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、規程第３条の規定にか

かわらず次に掲げる額とする。 

１８，８２９，０００円 

 

附 則（令和５年２月２７日規程第４号） 

 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

（理事長の年俸の額の特例） 

２ 理事長の年俸の額は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間において、規程第３条の規定にか

かわらず次に掲げる額とする。 

１８，８２９，０００円 

 

 

２ 変更理由 

役員報酬については、愛知県の指定職給料表適用者に準じていることから、年俸の額の特例期間が延長されたことに伴い改正した（理事長の給与抑制の期限の延長）。 

 

資料１０ 


